
  この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。 
 

【引受保険会社】 

 

 

 

【募集代理店】 

Ｈ２４年４月改訂版 

本資料は、お支払理由や制限事項のすべてを記載したものではありません。 

ご検討にあたっては、「契約概要／注意喚起情報 兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 

詳しくは、住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。 

ご提案内容説明書 

（保険料・保険金額表） 

「「ふふるるははーーととＳＳ」」はは、、““ごご家家族族ののたためめにに””““ごご自自身身ののたためめにに””  

一一生生涯涯のの安安心心ををごご準準備備いいたただだけけるる「「生生命命保保険険」」でですす。。  

  
【しくみ（イメージ）図】 

 

 

しくみと特徴 

 

 

※ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります。詳細は５・６・７・８ページをご覧ください。 

※高度障害保険金をお支払いしたときは、ご契約は消滅します。 

【ご注意ください】 告知（診査）・通算保険金額等の基準によってはお引き受けできない場合もございます。 

      

 

（１／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  
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（＊１）詳細は「ご契約のしおり・約款」の『リビング・ニーズ特約』をご確認ください。 

（＊２）詳細は「ご契約のしおり・約款」の『指定代理請求特約』をご確認ください。 

（＊３）年金支払移行特約を付加していただくことにより、解約返戻金を原資として年金でお受け取りいただくことができます。 

詳細は９ページ、および「ご契約のしおり・約款」の『年金支払移行特約』をご確認ください。 

ポイント① 

死亡・高度障害時の保障額は 

ご契約時に定まります。 

■ご契約当初から一時払保険料を上回る 

死亡・高度障害保障があります。 

■健康状態などの告知で満年齢１５歳～ 

８０歳の方がお申し込みいただけます。 

■死亡保険金受取人は被保険者から見た 

続柄が「配偶者、子の配偶者または三親等 

以内の血族」の範囲内で指定いただけます。 

ポイント② 

ご自身の生前のそなえとしてもご活用

いただけます。 

ポイント③ 

解約返戻金額は死亡保険金額を 

上限に増え続けます。（＊３） 

■解約返戻金額は、ご契約時に確定して 

います。 

■ご契約後一定期間は解約返戻金額が一

時払保険料を下回ります（解約返戻金額

が一時払保険料を下回る期間は、ご契

約時に適用される予定利率等により異な

ります）。詳細は５・６・７・８ページをご覧

ください。 

■高度障害保険金、またはリビング・ニー 

ズ特約（＊１）の付加などにより、ご自身  

の生前のそなえとして保障をご活用いた 

だくことが可能です。 

■指定代理請求特約（＊２）を付加すること 

により、受取人が保険金などを請求でき 

ない場合、受取人に代わってあらかじめ 

指定した指定代理請求人が、保険金など 

を請求することができます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料・保険金額の計算方法 

＜一時払保険料を指定してお申し込みいただく場合の死亡保険金額の計算方法＞ 

＝ 
777 万円 

÷ 1000万円

円 

× 

【具体例】 ６０歳男性が、７７７万円の一時払保険料でお申し込みいただく場合の死亡保険金額 

【計算式】  

一時払保険料 
死亡保険金額 

（100 円未満切上げ） 

9,607,700 円 

ａ．一時払保険料を指定してください（一時払保険料は１００万円以上から、１万円単位で指定していただけます）。 

ｂ．契約年齢（＊）をもとに、「一時払保険料１０００万円あたりの死亡保険金額（５・６ページ参照）」をご確認ください。 

ｃ．算出された死亡保険金額が「契約年齢別の最高死亡保険金額（４ページ参照）」の範囲内であることをご確認ください。 

（２／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

Ｈ２４年４月改訂版 

一時払保険料１０００万円 

あたりの死亡保険金額 

12,365,000 円 

＝ 
 万円 

÷ 1000万円

円 

× 

ａ．一時払保険料 死亡保険金額 

（100 円未満切上げ） 

円 

ｂ．一時払保険料１０００万円 

あたりの死亡保険金額 

円 

＜死亡保険金額を指定してお申し込みいただく場合の一時払保険料の計算方法＞ 

＝ 
777 万円 

÷ 1000万円

円 

× 

【具体例】 ６０歳女性が、７７７万円の死亡保険金額でお申し込みいただく場合の一時払保険料 

【計算式】  

死亡保険金額 
一時払保険料 

（1 円未満切捨て） 

5,879,559 円 

ａ．「契約年齢別の最高死亡保険金額（４ページ参照）」の範囲で死亡保険金額を指定してください（死亡保険金額は１万円

単位で指定していただけます）。 

ｂ．契約年齢をもとに、「死亡保険金額１０００万円あたりの一時払保険料（７・８ページ参照）」をご確認ください。 

死亡保険金額１０００万円 

あたりの一時払保険料 

7,567,000 円 

＝ 
 万円 

÷ 1000万円

円 

× 

ａ．死亡保険金額 一時払保険料 

（1 円未満切捨て） 

円 

ｂ．死亡保険金額１０００万円 

あたりの一時払保険料 

円 

（＊）契約年齢は契約日（責任開始日）時点の被保険者の満年齢で計算します（ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合には、一時払

保険料相当額のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始（責任開始）されます）。 



 

 

 

 

 

 

契約年齢 １５歳～１９歳 ２０歳～２４歳 ２５歳～６５歳 ６６歳～８０歳 

死亡保険金額 ５０００万円 ２億円 ３億円 １億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約年齢別の最高一時払保険料・告知書扱加入限度額 
Ｈ２４年４月改訂版 

＜契約年齢別の最高一時払保険料＞ 

下記の死亡保険金額以下となる最高の一時払保険料 

※同一被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけないことがあります。 

※上記は医師の診査等でのお申込みの場合の加入限度額です。告知書扱いのときの加入限度額については下表＜契約年齢別の告知

書扱加入限度額＞をご覧ください。 

＜契約年齢別の告知書扱加入限度額＞※一時払保険料を指定してお申し込みいただく場合 

（３／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

男 性 

女 性 

※記載の金額は平成２４年４月現在のものです。 

契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料

（満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円）

15歳 1533 26歳 1954 37歳 2624 48歳 3024 59歳 4825 70歳 8866

16歳 1566 27歳 2002 38歳 2704 49歳 3140 60歳 5073 71歳 8931

17歳 1599 28歳 2052 39歳 2788 50歳 3263 61歳 5345 72歳 8995

18歳 1633 29歳 2105 40歳 2301 51歳 3393 62歳 5641 73歳 9057

19歳 1668 30歳 2160 41歳 2376 52歳 3532 63歳 5967 74歳 9119

20歳 1704 31歳 2217 42歳 2454 53歳 3680 64歳 6322 75歳 9180

21歳 1741 32歳 2277 43歳 2536 54歳 3838 65歳 6715 76歳 9239

22歳 1781 33歳 2340 44歳 2624 55歳 4008 66歳 7142 77歳 9296

23歳 1821 34歳 2406 45歳 2716 56歳 4189 67歳 7619 78歳 9351

24歳 1864 35歳 2476 46歳 2813 57歳 4384 68歳 8146 79歳 9406

25歳 1908 36歳 2548 47歳 2916 58歳 4595 69歳 8733 80歳 9458

契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料 契約年齢 一時払保険料

（満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円）

15歳 1331 26歳 1669 37歳 2176 48歳 2395 59歳 3574 70歳 6286

16歳 1357 27歳 1707 38歳 2234 49歳 2473 60歳 3732 71歳 6655

17歳 1384 28歳 1746 39歳 2295 50歳 2556 61歳 3902 72歳 7067

18歳 1411 29歳 1786 40歳 1887 51歳 2644 62歳 4084 73歳 7518

19歳 1440 30歳 1829 41歳 1941 52歳 2736 63歳 4282 74歳 8016

20歳 1469 31歳 1872 42歳 1997 53歳 2834 64歳 4497 75歳 8571

21歳 1500 32歳 1918 43歳 2055 54歳 2938 65歳 4731 76歳 8844

22歳 1531 33歳 1965 44歳 2117 55歳 3048 66歳 4987 77歳 8917

23歳 1564 34歳 2015 45歳 2181 56歳 3167 67歳 5265 78歳 8987

24歳 1597 35歳 2066 46歳 2249 57歳 3293 68歳 5571 79歳 9057

25歳 1632 36歳 2120 47歳 2320 58歳 3428 69歳 5911 80歳 9126



 

 

 

 

 

契約年齢 １５歳～１９歳 ２０歳～２４歳 ２５歳～６５歳 ６６歳～８０歳 

死亡保険金額 ５０００万円 ２億円 ３億円 １億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約年齢別の最高死亡保険金額・告知書扱加入限度額 
Ｈ２４年４月改訂版 

＜契約年齢別の最高死亡保険金額＞ 

※同一被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけないことがあります。 

※上記は医師の診査等でのお申込みの場合の加入限度額です。告知書扱いのときの加入限度額については下表＜契約年齢別の告知

書扱加入限度額＞をご覧ください。 

＜契約年齢別の告知書扱加入限度額＞※死亡保険金額を指定してお申し込みいただく場合 

男 性 

女 性 

※記載の金額は平成２４年４月現在のものです。 

（４／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額

（満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円）

15歳 3033 26歳 3454 37歳 4124 48歳 4225 59歳 6025 70歳 10000

16歳 3066 27歳 3502 38歳 4204 49歳 4340 60歳 6273 71歳 10000

17歳 3099 28歳 3552 39歳 4288 50歳 4463 61歳 6545 72歳 10000

18歳 3133 29歳 3605 40歳 3501 51歳 4593 62歳 6841 73歳 10000

19歳 3168 30歳 3660 41歳 3576 52歳 4732 63歳 7165 74歳 10000

20歳 3204 31歳 3717 42歳 3654 53歳 4880 64歳 7522 75歳 10000

21歳 3242 32歳 3777 43歳 3737 54歳 5038 65歳 7913 76歳 10000

22歳 3281 33歳 3840 44歳 3824 55歳 5207 66歳 8344 77歳 10000

23歳 3321 34歳 3906 45歳 3916 56歳 5389 67歳 8819 78歳 10000

24歳 3363 35歳 3975 46歳 4013 57歳 5585 68歳 9346 79歳 10000

25歳 3408 36歳 4048 47歳 4116 58歳 5796 69歳 9933 80歳 10000

契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額 契約年齢 死亡保険金額

（満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円） （満年齢） （万円）

15歳 2831 26歳 3169 37歳 3676 48歳 3595 59歳 4774 70歳 7485

16歳 2857 27歳 3206 38歳 3734 49歳 3673 60歳 4932 71歳 7857

17歳 2884 28歳 3246 39歳 3795 50歳 3756 61歳 5101 72歳 8265

18歳 2911 29歳 3286 40歳 3087 51歳 3844 62歳 5284 73歳 8717

19歳 2940 30歳 3329 41歳 3141 52歳 3936 63歳 5483 74歳 9216

20歳 2969 31歳 3372 42歳 3197 53歳 4034 64歳 5698 75歳 9771

21歳 2999 32歳 3418 43歳 3255 54歳 4138 65歳 5931 76歳 10000

22歳 3031 33歳 3465 44歳 3317 55歳 4248 66歳 6186 77歳 10000

23歳 3064 34歳 3515 45歳 3381 56歳 4366 67歳 6465 78歳 10000

24歳 3097 35歳 3566 46歳 3449 57歳 4493 68歳 6772 79歳 10000

25歳 3132 36歳 3620 47歳 3520 58歳 4628 69歳 7110 80歳 10000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２４年４月改訂版 一時払保険料１０００万円あたりのご契約例表 
［ 男 性 ］ 

※記載の経過年数別の解約返戻金額は万円未満を切り捨てて表示しています。なお、実際の解約返戻金額は１円単位で計算されます。 

※ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります（解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用 

される予定利率等により異なります）。 

※高度障害保険金額は死亡保険金額と同額です。 

（５／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

●ご契約の予定利率は １．５０％ となります（予定利率はご提案日現在のものです）。 
 

・ この予定利率はお払い込みいただいた保険料全体に対して適用するものではありません。保険料の一部はご契約の維持・管理に要す

る費用等となりますので、解約返戻金額の保険料に対する利回りは予定利率よりも低くなります。 

・ ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて毎月１日に設定し、月末まで適用されます。したがって、お申込み月の月末までに

保険料のお払込みと告知（診査）をいただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあり、予定利率が

変動した場合は死亡保険金額、解約返戻金額等も変動します（契約締結後は契約時に約定した死亡保険金額、解約返戻金額等から

変動しません）。また、金利情勢によっては新規ご契約のお取扱いができないこともあります。 

一時払保険料 1000 万円に対する「死亡保険金額」、「経過年数別の解約返戻金額」（男性）は下表に記載の 

とおりです。 
 
【ご契約例】主契約：無配当終身保険（一時払い）／保険期間：終身／一時払保険料：1000 万円 

 男 性 

（平成２４年４月現在）  

 

１年 ５年 １０年 １５年 １年 ５年 １０年 １５年

15歳 1978.0 835 909 1052 1109 9年 48歳 1396.7 835 910 1052 1104 9年

16歳 1957.7 834 909 1052 1109 9年 49歳 1382.1 835 910 1051 1103 9年

17歳 1937.9 834 909 1052 1110 9年 50歳 1367.7 835 909 1050 1102 9年

18歳 1918.3 834 909 1052 1110 9年 51歳 1353.6 835 909 1050 1101 9年

19歳 1899.1 834 909 1053 1111 9年 52歳 1339.7 834 909 1049 1099 9年

20歳 1880.0 834 909 1054 1112 9年 53歳 1326.0 834 908 1048 1097 9年

21歳 1861.1 834 910 1054 1112 9年 54歳 1312.6 834 908 1047 1096 9年

22歳 1842.2 835 910 1055 1113 9年 55歳 1299.4 834 908 1047 1094 9年

23歳 1823.4 835 910 1055 1114 9年 56歳 1286.4 834 908 1046 1092 9年

24歳 1804.7 835 911 1056 1114 9年 57歳 1273.7 834 908 1045 1090 9年

25歳 1786.1 835 911 1056 1115 9年 58歳 1261.1 834 907 1044 1088 9年

26歳 1767.6 835 911 1057 1115 9年 59歳 1248.7 834 907 1042 1086 9年

27歳 1749.1 835 911 1057 1115 9年 60歳 1236.5 834 906 1041 1084 9年

28歳 1730.7 835 911 1057 1116 9年 61歳 1224.5 834 906 1040 1081 9年

29歳 1712.5 835 911 1057 1116 9年 62歳 1212.7 834 905 1038 1078 9年

30歳 1694.3 835 912 1057 1116 9年 63歳 1201.1 834 905 1036 1076 9年

31歳 1676.4 835 912 1058 1116 9年 64歳 1189.8 834 904 1035 1073 9年

32歳 1658.5 835 912 1058 1116 9年 65歳 1178.7 834 903 1033 1070 9年

33歳 1640.8 835 912 1058 1116 9年 66歳 1168.0 833 902 1031 1067 9年

34歳 1623.2 835 912 1058 1115 9年 67歳 1157.5 833 902 1029 1064 9年

35歳 1605.8 835 912 1058 1115 9年 68歳 1147.3 833 901 1027 1060 9年

36歳 1588.6 835 912 1057 1114 9年 69歳 1137.4 833 900 1026 1057 10年

37歳 1571.5 835 912 1057 1114 9年 70歳 1127.8 833 899 1024 1054 10年

38歳 1554.6 835 912 1057 1113 9年 71歳 1119.6 834 899 1023 1051 10年

39歳 1537.9 835 912 1057 1112 9年 72歳 1111.7 834 900 1021 1049 10年

40歳 1521.4 835 912 1056 1112 9年 73歳 1104.0 835 900 1020 1047 10年

41歳 1505.0 835 911 1056 1111 9年 74歳 1096.5 836 900 1019 1044 10年

42歳 1488.9 835 911 1055 1110 9年 75歳 1089.3 837 900 1018 1041 10年

43歳 1473.0 835 911 1055 1109 9年 76歳 1082.3 837 899 1016 1038 10年

44歳 1457.3 835 911 1054 1108 9年 77歳 1075.7 838 899 1015 1036 10年

45歳 1441.8 835 911 1054 1107 9年 78歳 1069.3 839 899 1014 1033 10年

46歳 1426.5 835 911 1053 1106 9年 79歳 1063.1 839 899 1012 1030 10年

47歳 1411.5 835 910 1052 1105 9年 80歳 1057.3 840 899 1011 1027 10年

死亡保険
金額
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)

死亡保険
金額
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２４年４月改訂版 一時払保険料１０００万円あたりのご契約例表 
［ 女 性 ］ 

※記載の経過年数別の解約返戻金額は万円未満を切り捨てて表示しています。なお、実際の解約返戻金額は１円単位で計算されます。 

※ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります（解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用 

される予定利率等により異なります）。 

※高度障害保険金額は死亡保険金額と同額です。 

（６／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

●ご契約の予定利率は １．５０％ となります（予定利率はご提案日現在のものです）。 
 

・ この予定利率はお払い込みいただいた保険料全体に対して適用するものではありません。保険料の一部はご契約の維持・管理に要す

る費用等となりますので、解約返戻金額の保険料に対する利回りは予定利率よりも低くなります。 

・ ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて毎月１日に設定し、月末まで適用されます。したがって、お申込み月の月末までに

保険料のお払込みと告知（診査）をいただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあり、予定利率が

変動した場合は死亡保険金額、解約返戻金額等も変動します（契約締結後は契約時に約定した死亡保険金額、解約返戻金額等から

変動しません）。また、金利情勢によっては新規ご契約のお取扱いができないこともあります。 

一時払保険料 1000 万円に対する「死亡保険金額」、「経過年数別の解約返戻金額」（女性）は下表に記載の 

とおりです。 
 
【ご契約例】主契約：無配当終身保険（一時払い）／保険期間：終身／一時払保険料：1000 万円 

 女 性 

（平成２４年４月現在）  

 

１年 ５年 １０年 １５年 １年 ５年 １０年 １５年

15歳 2126.5 834 909 1053 1109 9年 48歳 1501.0 835 911 1056 1113 9年

16歳 2105.0 834 909 1053 1110 9年 49歳 1485.1 835 911 1056 1113 9年

17歳 2083.6 834 909 1053 1110 9年 50歳 1469.4 835 911 1056 1113 9年

18歳 2062.5 834 910 1053 1111 9年 51歳 1453.8 835 911 1056 1113 9年

19歳 2041.6 834 910 1054 1111 9年 52歳 1438.5 835 911 1056 1112 9年

20歳 2020.7 835 910 1054 1112 9年 53歳 1423.4 835 911 1056 1112 9年

21歳 2000.0 835 910 1055 1112 9年 54歳 1408.4 835 911 1056 1112 9年

22歳 1979.5 835 910 1055 1113 9年 55歳 1393.6 835 911 1056 1111 9年

23歳 1959.0 835 910 1055 1113 9年 56歳 1378.9 835 911 1055 1111 9年

24歳 1938.7 835 911 1055 1113 9年 57歳 1364.4 835 911 1055 1110 9年

25歳 1918.6 835 911 1056 1114 9年 58歳 1350.0 835 911 1055 1109 9年

26歳 1898.6 835 911 1056 1114 9年 59歳 1335.7 835 911 1054 1108 9年

27歳 1878.7 835 911 1056 1114 9年 60歳 1321.5 835 911 1054 1107 9年

28歳 1859.0 835 911 1056 1115 9年 61歳 1307.5 835 911 1053 1105 9年

29歳 1839.5 835 911 1056 1115 9年 62歳 1293.8 835 910 1052 1104 9年

30歳 1820.1 835 911 1057 1115 9年 63歳 1280.2 835 910 1052 1102 9年

31歳 1800.9 835 911 1057 1115 9年 64歳 1266.8 835 910 1051 1100 9年

32歳 1781.9 835 911 1057 1115 9年 65歳 1253.6 835 909 1050 1098 9年

33歳 1763.0 835 912 1057 1115 9年 66歳 1240.6 835 909 1049 1095 9年

34歳 1744.3 835 912 1057 1115 9年 67歳 1227.9 835 909 1047 1093 9年

35歳 1725.7 835 912 1057 1115 9年 68歳 1215.4 835 908 1046 1090 9年

36歳 1707.4 835 912 1057 1115 9年 69歳 1203.0 834 908 1045 1087 9年

37歳 1689.2 835 912 1057 1115 9年 70歳 1190.9 834 907 1043 1084 9年

38歳 1671.2 835 912 1057 1115 9年 71歳 1180.3 835 908 1042 1082 9年

39歳 1653.4 835 912 1057 1115 9年 72歳 1169.8 836 908 1041 1080 9年

40歳 1635.7 835 912 1057 1115 9年 73歳 1159.6 837 908 1040 1077 9年

41歳 1618.2 835 912 1057 1114 9年 74歳 1149.7 837 908 1039 1074 9年

42歳 1600.9 835 912 1057 1114 9年 75歳 1140.0 838 908 1038 1071 9年

43歳 1583.8 835 912 1057 1114 9年 76歳 1130.6 839 908 1036 1068 9年

44歳 1566.8 835 912 1056 1114 9年 77歳 1121.4 840 908 1035 1065 9年

45歳 1550.1 835 911 1056 1114 9年 78歳 1112.6 840 908 1033 1061 9年

46歳 1533.5 835 911 1056 1114 9年 79歳 1104.0 841 908 1031 1058 9年

47歳 1517.2 835 911 1056 1114 9年 80歳 1095.7 842 908 1029 1054 9年

死亡保険
金額
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)

死亡保険
金額
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２４年４月改訂版 死亡保険金額１０００万円あたりのご契約例表 
［ 男 性 ］ 

※記載の経過年数別の解約返戻金額は万円未満を切り捨てて表示しています。なお、実際の解約返戻金額は１円単位で計算されます。 

※ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります（解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用 

される予定利率等により異なります）。 

※高度障害保険金額は死亡保険金額と同額です。 

（７／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

●ご契約の予定利率は １．５０％ となります（予定利率はご提案日現在のものです）。 
 

・ この予定利率はお払い込みいただいた保険料全体に対して適用するものではありません。保険料の一部はご契約の維持・管理に要す

る費用等となりますので、解約返戻金額の保険料に対する利回りは予定利率よりも低くなります。 

・ ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて毎月１日に設定し、月末まで適用されます。したがって、お申込み月の月末までに

保険料のお払込みと告知（診査）をいただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあり、予定利率が

変動した場合は死亡保険金額、解約返戻金額等も変動します（契約締結後は契約時に約定した死亡保険金額、解約返戻金額等から

変動しません）。また、金利情勢によっては新規ご契約のお取扱いができないこともあります。 

死亡保険金額 1000 万円に対する「一時払保険料」、「経過年数別の解約返戻金額」（男性）は下表に記載の 

とおりです。 
 
【ご契約例】主契約：無配当終身保険（一時払い）／保険期間：終身／死亡保険金額：1000 万円 

 男 性 

（平成２４年４月現在）  

 

１年 ５年 １０年 １５年 １年 ５年 １０年 １５年

15歳 505.57 422 459 531 560 9年 48歳 715.99 598 651 753 790 9年

16歳 510.80 426 464 537 566 9年 49歳 723.55 604 658 760 798 9年

17歳 516.03 430 469 543 572 9年 50歳 731.15 610 665 768 805 9年

18歳 521.29 435 474 548 579 9年 51歳 738.78 616 672 775 813 9年

19歳 526.57 439 479 554 585 9年 52歳 746.43 623 678 783 820 9年

20歳 531.92 444 484 560 591 9年 53歳 754.12 629 685 790 828 9年

21歳 537.33 448 489 566 598 9年 54歳 761.83 636 692 798 835 9年

22歳 542.83 453 494 572 604 9年 55歳 769.57 642 699 805 842 9年

23歳 548.42 457 499 579 611 9年 56歳 777.34 648 705 813 849 9年

24歳 554.10 462 504 585 617 9年 57歳 785.14 655 712 820 856 9年

25歳 559.87 467 510 591 624 9年 58歳 792.97 661 719 828 863 9年

26歳 565.75 472 515 598 631 9年 59歳 800.83 668 726 835 870 9年

27歳 571.72 477 521 604 638 9年 60歳 808.73 674 733 842 876 9年

28歳 577.79 482 526 611 644 9年 61歳 816.66 681 740 849 883 9年

29歳 583.95 487 532 617 651 9年 62歳 824.60 688 746 856 889 9年

30歳 590.20 493 538 624 658 9年 63歳 832.54 694 753 863 896 9年

31歳 596.53 498 544 631 665 9年 64歳 840.47 701 760 870 902 9年

32歳 602.95 503 550 638 673 9年 65歳 848.36 707 766 876 908 9年

33歳 609.46 509 556 644 680 9年 66歳 856.19 714 772 883 913 9年

34歳 616.05 514 562 651 687 9年 67歳 863.94 720 779 889 919 9年

35歳 622.73 520 568 658 694 9年 68歳 871.61 726 785 896 924 9年

36歳 629.49 525 574 665 701 9年 69歳 879.20 732 791 902 929 10年

37歳 636.33 531 580 673 709 9年 70歳 886.69 738 797 908 934 10年

38歳 643.24 537 586 680 716 9年 71歳 893.17 745 803 913 939 10年

39歳 650.23 543 593 687 723 9年 72歳 899.54 750 809 919 944 10年

40歳 657.30 549 599 694 731 9年 73歳 905.82 756 815 924 948 10年

41歳 664.43 555 605 701 738 9年 74歳 911.98 762 820 929 952 10年

42歳 671.63 561 612 709 745 9年 75歳 918.03 768 826 934 956 10年

43歳 678.89 567 618 716 753 9年 76歳 923.92 774 831 939 959 10年

44歳 686.20 573 625 723 760 9年 77歳 929.66 779 836 944 963 10年

45歳 693.58 579 632 731 768 9年 78歳 935.23 784 841 948 966 10年

46歳 701.00 585 638 738 775 9年 79歳 940.63 789 846 952 969 10年

47歳 708.47 591 645 745 783 9年 80歳 945.84 795 850 956 972 10年

一時払
保険料
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)

一時払
保険料
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２４年４月改訂版 死亡保険金額１０００万円あたりのご契約例表 
［ 女 性 ］ 

※記載の経過年数別の解約返戻金額は万円未満を切り捨てて表示しています。なお、実際の解約返戻金額は１円単位で計算されます。 

※ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります（解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用 

される予定利率等により異なります）。 

※高度障害保険金額は死亡保険金額と同額です。 

（８／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

●ご契約の予定利率は １．５０％ となります（予定利率はご提案日現在のものです）。 
 

・ この予定利率はお払い込みいただいた保険料全体に対して適用するものではありません。保険料の一部はご契約の維持・管理に要す

る費用等となりますので、解約返戻金額の保険料に対する利回りは予定利率よりも低くなります。 

・ ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて毎月１日に設定し、月末まで適用されます。したがって、お申込み月の月末までに

保険料のお払込みと告知（診査）をいただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあり、予定利率が

変動した場合は死亡保険金額、解約返戻金額等も変動します（契約締結後は契約時に約定した死亡保険金額、解約返戻金額等から

変動しません）。また、金利情勢によっては新規ご契約のお取扱いができないこともあります。 

死亡保険金額 1000 万円に対する「一時払保険料」、「経過年数別の解約返戻金額」（女性）は下表に記載の 

とおりです。 
 
【ご契約例】主契約：無配当終身保険（一時払い）／保険期間：終身／死亡保険金額：1000 万円 

 女 性 

（平成２４年４月現在）  

 

１年 ５年 １０年 １５年 １年 ５年 １０年 １５年

15歳 470.25 392 427 495 521 9年 48歳 666.22 556 607 703 742 9年

16歳 475.06 396 432 500 527 9年 49歳 673.36 562 613 711 749 9年

17歳 479.93 400 436 505 533 9年 50歳 680.57 568 620 718 757 9年

18歳 484.85 404 441 511 538 9年 51歳 687.83 574 626 726 765 9年

19歳 489.82 408 445 516 544 9年 52歳 695.16 580 633 734 773 9年

20歳 494.87 413 450 521 550 9年 53歳 702.55 586 640 742 781 9年

21歳 499.99 417 455 527 556 9年 54歳 710.02 593 647 749 789 9年

22歳 505.19 421 460 533 562 9年 55歳 717.56 599 654 757 797 9年

23歳 510.46 426 465 538 568 9年 56歳 725.20 605 661 765 805 9年

24歳 515.80 430 469 544 574 9年 57歳 732.93 612 668 773 813 9年

25歳 521.22 435 474 550 580 9年 58歳 740.76 618 675 781 821 9年

26歳 526.70 439 480 556 587 9年 59歳 748.69 625 682 789 829 9年

27歳 532.27 444 485 562 593 9年 60歳 756.70 632 689 797 837 9年

28歳 537.92 449 490 568 599 9年 61歳 764.79 638 696 805 845 9年

29歳 543.63 454 495 574 606 9年 62歳 772.94 645 704 813 853 9年

30歳 549.42 458 500 580 612 9年 63歳 781.15 652 711 821 861 9年

31歳 555.28 463 506 587 619 9年 64歳 789.40 659 718 829 868 9年

32歳 561.21 468 511 593 626 9年 65歳 797.70 666 725 837 876 9年

33歳 567.22 473 517 599 632 9年 66歳 806.04 673 733 845 883 9年

34歳 573.30 478 522 606 639 9年 67歳 814.40 680 740 853 890 9年

35歳 579.46 484 528 612 646 9年 68歳 822.80 687 747 861 897 9年

36歳 585.69 489 534 619 653 9年 69歳 831.23 693 755 868 904 9年

37歳 592.00 494 539 626 660 9年 70歳 839.69 701 762 876 910 9年

38歳 598.37 499 545 632 667 9年 71歳 847.27 708 769 883 917 9年

39歳 604.82 505 551 639 674 9年 72歳 854.82 714 776 890 923 9年

40歳 611.35 510 557 646 681 9年 73歳 862.34 721 783 897 929 9年

41歳 617.96 516 563 653 688 9年 74歳 869.80 728 790 904 934 9年

42歳 624.65 521 569 660 696 9年 75歳 877.20 735 797 910 940 9年

43歳 631.41 527 575 667 703 9年 76歳 884.51 742 803 917 945 9年

44歳 638.24 533 582 674 711 9年 77歳 891.73 749 810 923 949 9年

45歳 645.14 538 588 681 718 9年 78歳 898.83 755 816 929 954 9年

46歳 652.11 544 594 688 726 9年 79歳 905.80 762 822 934 958 9年

47歳 659.13 550 600 696 734 9年 80歳 912.62 768 828 940 962 9年

一時払
保険料
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)

一時払
保険料
(万円)

経過年数別の解約返戻金額(万円)
解約返戻金
額が一時払
保険料相当
額以上となる
までの年数

契約
年齢

(満年齢)
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Ｈ２４年４月改訂版 ご自身で年金としてつかう場合 

年金のお受取方法 

終身保障の全部を年金受取に移行した場合の例 

ご契約から５年経過以後は、年金支払移行特約を付加することにより、ご自身やご家族のライフプランに合わせて、終身保障の 

全部または一部にかえて年金でお受け取りいただくことができます。 

 

【ご契約例】一時払保険料１０００万円／ご契約年齢６０歳～８０歳／ご契約から１０年後に１０年確定年金で受け取る場合 

【ご契約例】一時払保険料１０００万円／ご契約年齢２０歳～５０歳／６０歳の時点で１０年確定年金で受け取る場合 

※上表に記載の金額は万円未満を切り捨てて表示しています。 

【確定年金（５年・１０年・１５年・８０歳満了）】 

【１０年・１５年保証期間付終身年金 （定額型・逓増型（＊２） ） 】 

※被保険者の年齢や年金額など、住友生命の定める基準によりお取扱いができない場合があります。 

年金支払開始日以後、所定の期間、被保険者の生死にかかわらず年金をお受け取りいただけます。 

＜確定年金のイメージ図＞ 

＜１０年保証期間付終身年金（定額型）のイメージ図＞ 

・年金支払開始日以後、保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金をお受け取りいただけます。 

保証期間経過後は、被保険者が生存されている限り年金をお受け取りいただけます。 

・１０年・１５年保証期間付終身年金を選択された場合、年金支払開始年齢等により、被保険者が保証期間 

中にお亡くなりになった場合等は、年金受取総額が年金原資よりも少ない金額になることがあります。 

 

（＊１）解約返戻金を年金原資として年金受取に移行します。解約返戻金額はご契約から一定期間は一時払保険料を下回るため、ご契約当初 

一定期間内に移行された場合は年金受取総額が一時払保険料を下回ることがあります。 

（＊２）逓増型の場合、第１回年金額は基本年金額と同額とし、第２回以後の年金額は基本年金額の５％ずつ毎年増加します。保証期間経過 

    後は、保証期間の最終年度にお支払いする年金額と同額とします。 

 

（９／９ﾍﾟｰｼﾞ） （登） 個Ｃ-11-41  

(＊１) 

契約年齢

（満年齢）

死亡保険
金額

（万円）

６０歳時点の
解約返戻金額

（万円）

年金額

（万円）

１０年確定年金
の年金受取総額

（万円）

契約年齢

（満年齢）

死亡保険
金額

（万円）

６０歳時点の
解約返戻金額

（万円）

年金額

（万円）

１０年確定年金
の年金受取総額

（万円）

２０歳 1880 1444 153 1537 ２０歳 2020 1452 154 1546

３０歳 1694 1301 138 1385 ３０歳 1820 1308 139 1393

４０歳 1521 1168 124 1244 ４０歳 1635 1175 125 1251

５０歳 1367 1050 111 1118 ５０歳 1469 1056 112 1124

男　性 女　性

契約年齢
（満年齢）

死亡
保険金額
（万円）

ご契約から

１０年後の
解約返戻金額

（万円）

年金額
（万円）

１０年確定年金の
年金受取総額

（万円）

契約年齢
（満年齢）

死亡
保険金額
（万円）

ご契約から

１０年後の
解約返戻金額

（万円）

年金額
（万円）

１０年確定年金の
年金受取総額

（万円）

６０歳 1236 1041 110 1108 ６０歳 1321 1054 112 1122

７０歳 1127 1024 109 1090 ７０歳 1190 1043 111 1110

８０歳 1057 1011 107 1076 ８０歳 1095 1029 109 1096

男　性 女　性

・・・・・・・・・ 

 

被保険者の生死にかかわらず年金を 
お受け取りいただける保証期間(１０年) 

所定の期間 

 

・下記のご契約例は、将来の終身保障の全部を年金受取に移行した場合の例であり、年金受取に移行した後の終身保障は

なくなります。 

・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。記載の年金額は、平成２４年４月現在の計算基礎率（予定利

率、予定死亡率等）により計算した金額です。実際の年金額は、年金支払開始時の解約返戻金額、被保険者の年齢およ

び計算基礎率により新たに計算されます。経済情勢、平均寿命の変化等により、計算基礎率が変更された場合には、記

載の年金額を大きく下回る可能性があります。 


